
合法性・持続可能性の証明及び発電利用に供する木質バイオマスの証明

に関する行動規範

宮城県木材協同組合

平成１８年 ７月 ３日作成

平成２４年１２月１３日改定

平成１７年７月に英国で開催されたＧ８サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採さ

れた木材は使用しない。」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続

可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。

また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（平成

２３年法律第１０８号）に基づく平成２４年６月経済産業省告示第１３９号（以下「告示」

という。）により、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められた。

このため、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスについて、適切な識

別・証明を行う必要がある。

これらを踏まえ、宮城県木材協同組合は、『違法伐採対策として、木材の合法性、持続

可能性の証明』『発電利用に供する木質バイオマス等の証明』」に当たっての行動規範を

制定し、ここに公表する。

１違法伐採に対する反対

当組合は、森林の違法な伐採に反対を表明する。

２政府の取り組みへの協力

当組合は、我が国政府による違法伐採対策の取り組みを全面的に支持するとともに、

これに積極的に協力する。

３合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進

当組合は、合法性等の証明された木材・木材製品の供給の促進に向けた普及の推進に

努力するものとする。

４他の団体との連携

当組合は、違法伐採対策の実施に当たっては、他の木材産業関係団体との連携を図る。

５既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進

当組合は、木質バイオマスの発電利用に当たっては、既存利用に影響を及ぼさないよ

う適切に配慮しながらこれを推進することに務めるものとする。

６事業者等の認定

林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイ

ドライン」及び「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示

した業界団体の認定を得て行う証明方法（団体認定方式）に則して、「合法性・持続可

能性の証明及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領（以下

「実施要領」という。）を別途定め、当組合の組合員事業者の認定を行い、合法性、持

続可能性が証明された木材の供給及び間伐等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオ



マスであることが証明された発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものと

する。

７情報の公開

当組合は、本行動規範に基づく取組状況状況の概要を公表する。

附則 この自主行動規範の制定日は、平成１８年 ７月 ３日とする。

附則 この自主行動規範の改定日は、平成２４年１２月１３日とする。


